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Ⅰ� はじめに�

最新の「大学，短期大学及び高等専門学校におけ

る障害のある学生の修学支援に関する実態調査」（日

本学生支援機構，2016）によると，平成 27 年 5 月 1

日現在における障がい学生数は 21721 人（全学生数

の 0.68%）であり，前年よりも 7594 人増加（0.24 %

増加）するなど，高等教育機関における障がい学生

数は増加の一途をたどっている。特に発達障がい（診

断書有）の学生数は，10 年前（平成 18 年度）の 127

人から，平成 27 年度には 3442 人となるなど，飛躍

的に増加している（日本学生支援機構，2016）。平成

27 年度の発達障がい（診断書無・配慮有）の学生数

2959 人も合わせると 6401 人となるなど，発達障が

いは，高等教育機関に在籍する障がい学生の中で最

も多くみられる障がい種別の一つとなっている。 

この実態調査（日本学生支援機構，2016）におい

て，発達障がいは，「限局性学習症（Specific Learning 

Disorder：SLD）」，「注意欠如・多動症（Attention-Deficit

／Hyperactivity Disorder：ADHD）」，「自閉症スペクト

ラム障がい（Autism Spectrum Disorder：ASD）」の 3

種に区分されるが，それらとは別に重複や区分不明

といった区分も設けられている。これら区分の中で

は，ASD の学生が計 4018 人（診断書無・配慮有も

含む）と多数を占めていることに加え，重複 406 人

や区分不明 659 人の中にも，ASD 特性の強い学生が

多数含まれていると考えられる。また所属機関に把

握はされていないものの，発達障がいの診断を持つ

学生や，診断はないものの発達障がい特性の強い学

生も多数存在すると推測される。 

このように発達障がいの学生数，特に ASD の学生

数が年々増加している中，近年学士課程教育におけ

る能動的学修（アクティブ・ラーニング）への転換

が必要とされ（中央教育審議会，2012），大学教育の

中でアクティブラーニング型授業が増加している

（石川，2015）。中央教育審議会（2012）は，アクテ

ィブラーニングを「教員による一方向的な講義形式

の教育とは異なり，学修者の能動的な学修への参加

を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的

に学修することによって，認知的，倫理的，社会的

能力，教養，知識，経験を含めた汎用的能力の育成

を図る。発見学習，問題解決学習，体験学習，調査

学習等が含まれるが，教室内でのグループ・ディス

カッション，ディベート，グループ・ワーク等も有

効なアクティブ・ラーニングの方法である。」と説明

している。ここで述べられているグループ・ディス

カッション，ディベート，グループ・ワークといっ
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た方法は，学生に他学生とのコミュニケーションや

多数の人前での発表を求めるものである。このよう

な演習形式を含む授業形態は，確かに多くの学生の

主体的・能動的な学修を促進する上では有効な方法

である一方，ASD の学生をはじめコミュニケーショ

ンを苦手とする学生にとっては力を発揮しにくい授

業である（日本学生支援機構，2015）。見知ったクラ

スメイトと共に授業を受ける高等学校までであれば，

まだ周囲とコミュニケーションを取りやすく，周り

からの配慮も得られやすい。しかし，大学ではほぼ

知人のいない状況で授業を受けることが多い。その

為，演習形式を含む授業形態は，コミュニケーショ

ンを苦手とする学生が授業に参加する上での大きな

障壁ともなり得る。 

平成 28 年 4 月に，「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が施行さ

れ，障がい学生への合理的配慮の提供が，国公立大

学では法的義務，私立大学では努力義務となった。

その為，アクティブラーニング型授業に伴う障壁の

除去・最小化を目指した発達障がい学生支援は，大

学における今後の大きな課題となるであろう。 

 

Ⅱ� 教育のユニバーサルデザイン化の必要性�

� 大学の授業における発達障がい学生への合理的配

慮の提供には，複数の困難が伴う。まず，発達障が

いは外見上で判断するのは難しい為（国立特別支援

教育総合研究所，2007），当事者学生が自ら障がいに

ついて話さない限り，周りに知られることは少ない。

しかし，授業において何らかの合理的配慮を受ける

場合，周りの学生から特別扱いのように見られてし

まう場合がある。また，授業でのグループ活動で何

らかの配慮を求める際，他のメンバーに障がいに関

する事情を説明しなければならないこともある。そ

れらへの抵抗感から，配慮を希望しない発達障がい

学生は少なくない。また本人の自覚は薄く診断は無

いものの，発達障がい特性を強く有し，授業上で明

らかに困っているという学生もいる。基本的には診

断の無い学生に対する合理的配慮の提供は難しい上

に，そもそも自覚が薄い以上，そのような学生たち

は支援につながりにくい。 

� 以上のような理由で合理的配慮の提供が困難であ

っても，何も支援ができないわけではない。大学生

活の中で困っている学生がいる場合，障がいの有無

にかかわらず，必要に応じて相談に乗るなどの教育

的対応を行うことは教育機関のスタッフとして当然

の対応である（高橋，2016）。コミュニケーションの

苦手さから，演習形式の授業への参加に悩んでいる

学生がいる場合，それらの学生が授業に参加しやす

くなるよう対応することは，教育機関として必要な

ことであろう。しかしながら，発達障がいを有する

学生に限らず，対人関係上の問題を抱えている学生

は多数存在する（国立特別支援教育総合研究所，

2007）。それらの学生一人一人に対して，丁寧な教育

的対応を行うことは重要であるが，現実的にはそれ

ら全員への個別支援を行うことは難しい。 

� そこで必要になるのは，大学の学習環境における

ユニバーサルデザイン化である。元々ユニバーサル

デザインとは，建築物や商品について，障がいの有

無，年齢，性別，人種等にかかわらず多様な人々が

利用しやすい環境や道具を作ることを目指す概念で

ある。しかし近年では教育分野で，教育のユニバー

サルデザイン（universal design in education）（Bowe，

2000），学びのユニバーサルデザイン（universal design 

for learning）（CAST，2011），授業のユニバーサルデ

ザイン（universal design for instruction）（小貫・桂，

2014）といった考え方に応用され，高等教育におい

てもユニバーサルデザインの考え方は取り入れられ

てきている（Burgstahler & Cory，2008；佐野（藤田）・

山本・吉原，2009；佐野（藤田）・吉原，2004）。一

方で，この教育におけるユニバーサルデザインの定

義や概念については一致した見解が確立しておらず

（伊藤，2016；片岡，2015），複数の定義や方法が提

唱されている。そのような中，伊藤（2016）は日本

におけるユニバーサルデザイン型支援の考え方につ

いての概観，整理を行い，「特別な教育的支援を有す

る子どもには，『ないと困る』支援であり，可能な限

りすべての子どもにとって『あると便利』な支援を

目指すこと」と定義している。伊藤（2016）のこの

定義は，主に初等教育や中等教育を対象としたもの

であるが，「こども」を「学生」と置き換えれば，高

等教育においても通ずる定義といえよう。 

� 日本の高等教育におけるユニバーサルデザインを

取り上げた文献には，2008 年に発行されたメディア

教育研究 5 巻 2 号の「特集 多様な学生への支援：ICT

を活用した高等教育のユニバーサルデザイン―聴覚

障害者への支援を中心に―」で掲載されている 8 本

の論文をはじめ，吉田（2008），座主・打浪（古賀）

（2009）など，聴覚障がい学生を念頭に置いた取り

組みが多い。また，主に視覚障がい学生や聴覚障が

い学生に対する授業での情報保障という観点から，
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ユニバーサルデザインについて取り組む報告も散見

される（山本・岡田・佐野（藤田）・吉原，2011 な

ど）。一方，発達障がい学生やコミュニケーションを

苦手とする学生のことを考慮した教育のユニバーサ

ルデザインは，高橋（2009）において提唱されてい

るものの，他にはほぼ見られない。発達障がいのあ

る子の持つ特徴に対する配慮を，効果的に授業内に

配置することで，すべての子に対する主体的・協同

的な学習を実現できると論じられているように（小

貫，2016），発達障がい学生を念頭に置いた支援は，

それ以外の多くの学生にとっても有益な支援となり

得る。本稿では，主に ASD の学生に焦点を当てなが

ら，演習形式の授業への参加に困難を持つ学生に対

する支援方法について，先行文献を概観しながら考

察することとする。 

 

Ⅲ� 授業外における支援�

１� シラバス記載の配慮�

まず授業以外での支援としては，シラバス記載の

具体化や明確化に言及する文献が多い（日本学生支

援機構，2015；高橋，2009，2012；山下，2016）。発

達障がい学生の履修登録の支援を行う場合には，苦

手さを克服するのではなく，本人の能力が発揮しや

すい内容の授業を履修するようアドバイスをするこ

とが求められており（日本学生支援機構，2015），特

に学生の「得意・不得意」と「教員の授業や評価ス

タイル」の相性を考えるとうまくいく（高橋，2012）。

さらに，演習形式の授業を苦手とする発達障がい学

生にとっては，授業を選ぶ段階で可能な限り演習形

式の授業を回避した方が良い場合もある（日本学生

支援機構，2015）。このような授業の選択を可能にす

る為には，教員側がシラバスについて，「授業形態」

「学生が取り組む課題」「日程」「評価方法」「評価基

準」などを，可能な限り詳しく，明確に記述してお

く必要がある（日本学生支援機構，2015；高橋，2012）。 

シラバスに詳細な授業形態の情報が記載されてい

なければ，学生の側からはどの授業が演習形式の授

業であるのか分からない。また，「演習形式」とだけ

記載されていたとしても，演習の具体的な内容やそ

の実施頻度までは判断できないであろう。アクティ

ブラーニングは，「教員による一方向的な講義形式の

教育とは異なり，学修者の能動的な学修への参加を

取り入れた教授・学習法の総称」であり，グループ・

ディスカッション，ディベート，グループ・ワーク

以外にも，実験，実習，フィールドワーク等，多様

な形態が用いられると考えられる。発達障がいは，

同じ診断があったとしても，その現れ方は一人ひと

り違うので，支援を考える際はそれぞれに適した個

別のメニューが必要とされる（高橋，2012）。その為，

例えば，グループ・ディスカッションやグループワ

ークは苦手でも，人前での発表や実験などは比較的

得意という学生もいれば，その逆の学生もいるなど，

演習形式の中でも学生によって得意・不得意の違い

があると考えられる。 

そこでシラバスにおいて，例えば以下に挙げるよ

うな，演習の具体的な内容および実施頻度に関する

情報が記載されていれば，発達障がいをはじめコミ

ュニケーションの苦手な学生にとっては特に有用な

情報であり，その他多くの学生にとってもあると便

利な情報になると思われる。 

・「5 名程度によるディスカッション／毎回 30 分程

度」 

・「3 人 1 組のロールプレイ／2 回に 1 回 45 分程度」 

・「受講者・教員に対するプレゼンテーション／授業

の最後に各人 15 分程度」 

・「薬品を用いた実験／授業期間中に複数回実施（5

回程度を予定）」 

・「解剖に関する実習／授業期間中の後半（8～15 回

目）に毎回実施」 

・「7～8 人グループでの地域の人へのインタビュー

実施・インタビューのまとめ・班ごとに発表／3～

7 回目にインタビュー，8～10 回目にインタビュー

まとめ，11～14 回目に班ごとの発表」 

また履修学生の評価をする際，複数の評価方法を

組合せ，特定の評価方法による得点が最終評価に占

める割合を小さくする方法も支援策として有用とさ

れる（高橋，2009，2012）。発達障がい学生は個々人

で得意・不得意な評価方法が異なる為，このような

支援策が用いられていると，例えば「レポートは苦

手でも，口頭発表で挽回しよう」といった取り組み

が可能となる（高橋，2012）。これにより，特定の方

法が苦手であることによって，評価を落とすことが

避けられる（高橋，2009）。障がいの無い学生にも得

意・不得意はある為，この評価方法の多様化は，全

ての学生にとって正当な評価を受けるチャンスを広

げるものとなる（高橋，2012）。このような評価方法

や評価基準についても，シラバスにできるだけ詳し

く記述しておけば，学生が授業選択をする際の重要

な手がかりとなる。 
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２� 演習形式を練習する機会の提供�

コミュニケーションの苦手な学生への支援として，

日常生活でうまくいかなかったことを取り上げて適

切な方法を指導し，ロールプレイで練習するといっ

た，ソーシャルスキルトレーニング（SST）が挙げ

られる（福田，2010；国立特別支援教育総合研究所，

2007；高橋，2012）。しかし，ロールプレイではでき

ても，実際にそのスキルを必要とする社会的場面で

はうまく使えないということもある（福田，2010；

高橋，2012）。実際，ある程度知的能力の高い学生で

あれば，どのように振る舞えば良いのか頭では理解

していても，いざ必要な場面で行動に移すことがで

きないという学生は多い。 

ユニバーサルデザイン化の視点においては，達成

までのプロセスに細やかな段階（踏み台）を用意す

るというスモールステップの工夫を取り入れること

が提案されている（小貫，2016）。SST でのロールプ

レイの次に，もう一段階の用意された踏み台を使え

ば，実際の授業での演習場面でより行動に移しやす

くなる学生もいるであろう。その踏み台としては，

より実際の演習場面に近い形で，討論や発表を何度

も練習することのできる機会，具体的には，演習形

式が苦手な学生たちの集まる自助グループのような

形での実施が挙げられる。その会には，ファシリテ

ーター役として，ある程度発達障がいについての知

識を持つ教職員も参加し，学生が失敗しても否定さ

れることの無い環境を用意する必要があるであろう。 

このような例として，村田（2016）の報告する発

達障がい学生の当事者グループでの活動が参考にな

る。村田（2016）の当事者グループは当初，①修学・

研究上の悩みを共有し，何らかの解決策を見出すこ

と，②同じような特性があり，学内で孤立しがちな

学生たちの精神的な居場所づくり（友人づくり）を

目的とし，支援者がファシリテーターの役割を果た

しながら，学生ごとの自己紹介および近況報告を行

う会として運営されていた。現在ではさらに，

「Co-Working」という発達障がい学生の自習会も開

催され，その枠組みの一部として，参加者たちがそ

れぞれ取り組んでいる勉強内容や研究内容を短時間

で発表し，質疑応答をし合うという活動も行われて

いる。この活動は，ゼミ（演習）形式が苦手な参加

者にとって発表の練習機会となっており（村田，

2016），実際の授業で発表や討論をする前段階の練習

として有効に機能するのではないかと思われる。ま

た，実際の授業場面では，グループ・ディスカッシ

ョンの司会役を任されることもあり得るが，この会

では，参加者たちの発表や討論を上手くファシリテ

ートする支援者の様子を直に見ることができる。そ

の為，支援者をモデルとして，司会をする際にはど

のように振る舞えば良いのかを見て学ぶことが可能

であると共に，会を重ねていく中で支援者が一歩引

き，参加者たちが司会役に挑戦するということもで

きる。 

しかし，この発達障がい学生の当事者グループと

いう形では，発達障がいの診断の無い学生は参加で

きないという制限がある。教育のユニバーサルデザ

イン環境を目指す上では，障がいの有無にかかわら

ず，誰でも希望すれば参加可能な機会を提供するこ

とが求められる。単純に，この当事者会の間口を一

般学生にまで広げるという形も考えられるが，当事

者会には当事者同士だからこそ悩みを共有し合える

といった良さがある上，仮に募集をかけたとしても

多くの学生の目に届かせるのは難しいという広報上

の問題もある。その為，場合によっては，一般教養

の選択科目という授業の形をとり，半期（クォータ

ー制であれば 2 学期連続）で 15 回分，演習形式で必

要となるコミュニケーションの知識・技術に関する

学習・練習機会を提供する形が良いかもしれない。

授業であれば，シラバスに記載される為，どの学生

も目にする機会を持つことができる。ただし授業と

して行う場合には，複数の小グループ内で学生たち

に発表や討論の練習をしてもらう際，授業担当の教

員だけでは，全てのグループでファシリテーター役

を担うことができない。不足するファシリテーター

役には，後述するファシリテーターとして一定の養

成講座等を受けた学生を，TA として採用するといっ

た方法が考えられる。 

 

３� ファシリテーターの養成�

授業において，障がいの為に学生ができることに

限界がある場合には，教職員の配慮による環境調整

が不可欠であり，その学生の特性や困り感を意識し

た工夫や配慮を行えば，学生にとって単位取得への

距離はぐっと縮まることになる（高橋，2012）。グル

ープ・ディスカッションやグループワーク等におい

ては，支援者がファシリテーター役となり，必要に

応じて適時配慮を行いながら司会進行をこなすこと

で，コミュニケーションが苦手な学生への配慮とな

り得る。例えば，授業担当の教員がファシリテータ

ー役となり，自主的な発言のできない学生に発言を
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促したり，不適切な話題が出た場合に適切な話題に

転換したりすること等により，グループメンバー全

員が参加できる充実したグループ学習になる可能性

は高まる。しかし複数のグループで活動が行われる

場合，授業担当の教職員が全てのグループでファシ

リテーターをこなすのは不可能である為，より多く

のファシリテーター役が必要となる。 

そのようなファシリテーター役に，障がい学生支

援や，発達障がい児者への支援について学んだこと

のある学生を TA として採用することが，一つの案

として挙げられる。例えば，アクセシビリティリー

ダー育成協議会の育成するアクセシビリティリーダ

ーは，ファシリテーター役を担える学生の候補とい

える。アクセシビリティとは，様々な対象に対する

「アクセスのしやすさ」を意味し，文脈に応じて「利

用しやすさ」「参加しやすさ」「近づきやすさ」等の

意味で用いられる概念である。そしてアクセシビリ

ティリーダーとは，多様性社会の様々な「アクセシ

ビリティ」をリードする人材のことをいう（佐野（藤

田）他，2009；山本・岡田・佐野（藤田）・吉原，2012；

山本他，2014）。現在アクセシビリティリーダー育成

協議会には，産学官の様々な団体が加盟しており，

2016 年 7 月現在，大学では大阪大学・大阪教育大学・

岡山大学・関西学院大学・九州大学・鳥取大学・富

山大学・広島大学・広島国際大学・広島文教女子大

学・山口大学においてアクセシビリティリーダーの

育成が進められている。 

アクセシビリティリーダー資格は，1 級取得と 2

級取得の教育課程が用意されている（山本他，2014）。

まず 2 級取得には，（1）「オンライン・アクセシビリ

ティ講座（導入編）」と（2）「オンライン・アクセシ

ビリティ講座（基礎編）」という 2 講座を受講した上

で，2 級認定試験に合格する必要がある。1 級取得に

は，2 級受験に必要な（1）と（2）の 2 講座の受講，

（3）30 時間以上のアクセシビリティ支援活動の実

施，（4）アクセシビリティに関するコーディネート

能力を育む内容の演習授業の受講を経た上で，1 級

認定試験に合格する必要がある。これらの教育課程

を経た学生は，障がい学生への支援をはじめ，多様

なアクセシビリティ支援を推進する人材となること

が期待されている。 

アクセシビリティリーダーに限らず，多くの大学

でピアサポーターや学生サポーター等，障がい学生

への支援を行う学生は養成されている。しかしなが

ら実際，そのような学生数は大学全体の学生数から

考えると極めて少数であり，演習形式を取り入れる

多くの授業で TA として採用するには全く足りない

現状にある。演習形式でのファシリテーター役とし

ては，少なくとも発達障がいについての基礎知識や，

コミュニケーション支援に関する知識を有しておく

必要があるであろう。今後より多くの学生をファシ

リテーターとして確保する為には，ファシリテータ

ーの養成講座を開催するなど，学生たちがファシリ

テーター役に必要な知識について学ぶ機会を積極的

に作っていくことが求められる。 

 

Ⅳ� 授業内における支援�

１� 演習形式の授業における困難�

� 演習形式の授業で ASD の学生は具体的にどのよ

うなことで困るのかについては，これまで様々な文

献で述べられている（岩田，2016；国立特別支援教

育総合研究所，2007；日本学生支援機構，2015；高

橋，2009，2012；など）。それらを参考に，ASD の

特性と演習形式での具体的な困難さについての対応

をまとめたものが，Table1 である。これらは ASD の

学生によく見られる困難さではあるが，実際にはい

ずれの困難さも ASD の学生に限るものではなく，そ

の他の学生にも見られ得るものである。その為，あ

らかじめ教員が，このような困難さを持つ学生が参

加する可能性を考慮し，支援策について知っておく

ことは，多くの学生にとって有益なことといえる。 

 

２� 授業内における支援策の例�

ASD の特性に応じた演習形式での困難さに対し，

支援策としてよく挙げられるものについても Table1

にまとめた。様々な支援策が提案されているが，具

体化・明確化，見通しを持たせる配慮，視覚支援，

感覚過敏への対応に関する方法が主に挙げられる。 

具体化・明確化については，まずディスカッショ

ンや議論でのルールに関するものが挙げられる（国

立特別支援教育総合研究所，2007；日本学生支援機

構，2015；高橋，2012）。ASD の学生は「暗黙のル

ールの把握」や「社会的に適切な行動についての理

解」が苦手なことから，授業担当教員や他の学生を

困惑させたり，気分を害してしまう場合がある（高

橋，2012）。加えて，相手の考えや質問の意図をくみ

取ることへの困難さから，適切な応答をできない場

合もある（高橋，2009）。そのような学生にとっては，

具体的にルールや意図を伝えられた方が，グループ

作業に参加しやすくなる場合が多い。また ASD の学 
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ASD特性として見られる

苦手さ
演習形式でよく見られる困難 支援策の例

相手の質問の意図をくみ取って求めら
れた答えを述べることができない。

テーマの本質に関わる質問をすること
ができない。

議論の流れを無視して自分の関心のあ
ることばかり質問してしまう。

他の受講生が不愉快に感じるような質
問をしてしまう。

他の人が話している途中で遮り，自分
の意見を話してしまう。

自分の意見を一方的に言いすぎてしま
う。

自分の意見や感想を述べることができ
ない。

●事前に話し合うテーマについての内容を伝えてお
き，予習する中で発言する内容をある程度決めてお
くようにさせる。
●文章でなら意見を表現できるのであれば，掲示板
やメール，チャット等，オンラインでのディスカッ
ションを取り入れる。

自分からペアやグループを作ることが
できない。

教員がペアやグループを決める。

他の学生の前で発表することができな
い。

●発表のみ教員と1対1で行う。

●誰もいない場所で発表した内容を録画しておき，
それを受講者に見せる。
●発表内容をタイプし，PCやタブレットの読み上げ

機能で発表する。

知識はあったとしても，「あなたはど
う思いますか？」といった漠然とした
質問の時には答えにくい。

「AとBではどちらが良いと思いますか？」「Aの方

がBより優れている理由について挙げてください」

といった，より具体的な質問の仕方をする。

作業や課題の指示に曖昧な部分がある
と，どうしたら良いか分からなくな
る。

何をすれば良いのか，できるだけ具体的に伝える。
内容をレジュメに記載しておく。

これから行う作業について，口頭での
説明を聞いても理解できず，何をすれ
ば良いのか分からなくなる。

グループ活動で行う作業内容の手順を，レジュメに
記載しておく。

ディスカッションで話し合っている内
容が頭に入ってこず，話についていけ
なくなる。

模造紙やホワイトボードを用意しておく。発言が視
覚情報として残るよう，発言のキーワードを記録し
ながらディスカッションする。

討論中に急に話を振られると，頭が
真っ白になり，答えられない。

●事前にグループ内で，意見を述べる順番を決めて
おく。
●答えられない場合は，パスしても良いことにして
おく。

グループ活動の中で，突然何らかの作
業をするように指示をされても，適切
に行動できない。

事前にグループ内で，行う作業の役割分担を明確に
しておく。

【見通しの無い状況への
　不安・混乱】

主に講義形式の授業において，突然グ
ループ作業をするよう指示されると混
乱してしまう。また，いつグループ作
業が始まるのかと不安になり，授業に
集中できなくなる。

●初回授業時に，15回全体の授業の進め方や流れに

ついてのスケジュールを，具体的に伝える。
●毎回の授業の開始時に，その日の授業の進め方や
流れについてのスケジュールを，具体的に伝える。

【ざわつきへの苦手さ
　（聴覚過敏）】

グループ作業において，他のグループ
での話し声等，周囲のざわざわした音
が不快で耐えられない。

●グループでマイクを使うようにし，マイクの出力
をスピーカーでなくヘッドフォンで聞くようにすれ
ば，聞くべき音を騒音から分離して聞くことができ
る。
●どうしても耐えられない場合は，別室でのグルー
プ作業を許可する。

【曖昧な指示・質問への
　苦手さ】

【聴覚情報への苦手さ
　（視覚優位）】

【柔軟な対応への苦手さ】

Table 1. 演習形式の授業におけるASD学生の困難

【対人関係上の苦手さ】
●相手の気持ちや場の空気
　を読むことが難しい
●文脈や相手の表情，声の
　調子から言外の意味を読
　み取るのが難しい
●独特な言い回しをする
●一方的な会話になってし
　まう

議論のルールを定め，それを明確に伝える。
・1人が質問できる回数（ディスカッションの間に3
回までなど）
・1人が意見を言う時間数（1回の発言につき2分ま

でなど）
・議論と関係の無い質問や話はしない。
・他人（の意見）を否定するような言い方をしな
い。
・誰かが話している時は，その人の話が話し終えて
から，自分の意見を言う。
など

●ファシリテーター役が，質問の意図や，テーマの
本質について言い換えるなどしながら，伝わりやす
いよう説明する。
●答えにくい場合には，無理に答えを求めない。
●本質ではない質問でもOKとする。
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生の中には，「あなたはどう思いますか」といった漠

然とした質問には答えにくい人が多い為，「A と B で

はどちらが良いと思いますか？」「A の方が B より優

れている理由を挙げてください」といった，より具

体的な質問をする方が，それらの学生の回答を促し

やすい場合がある（日本学生支援機構，2015）。 

コミュニケーションの苦手な学生が，グループ・

ディスカッションで司会役を担当することになった

場合，上手く司会進行をこなせず困るということも

多い。そのような場合の支援として，高等学校での

アクティブラーニング型授業の実践を報告する西川

（2016）が参考になる。西川（2016）では，司会係

の役割や会話のテンプレートとして，「話し合いの

「コツ」と「ルール」」というプリントが生徒に配布

され，それに基づいてディスカッションをさせる様

子が報告されている。このプリントには，司会係の

進行や声掛けの仕方に加え，自分の意見がグループ

メンバーの意見と同じ時あるいは違う時，思ってい

ない意見が聞けた時，よく分からなかった時，上手

に言葉が出てこない時などの場面ごとに，大変具体

的なルールや反応例がいくつも挙げられている。大

学においても，必要な学生に，グループ・ディスカ

ッションでの具体的なルールや反応例に関するテン

プレートを配布することは有用な支援になると考え

られる。 

ASD の学生は，見通しの無い状況に不安を感じた

り，見通しの無い状況で突然グループ課題をするよ

う指示をされると混乱してしまう場合がある。その

特性への配慮として，初回授業時に全 15 回の授業を

通した学習目標や，全 15 回の進め方や流れについて

のスケジュールを伝えることが重要となる。毎回の

授業開始時にも，その回の内容が全体の中でどのよ

うな位置づけにあるのかや，その回の授業の進め方

や流れについてのスケジュールを明確にしておくと，

学生にとっては見通しを持って授業を受けられるこ

ととなる（国立特別支援教育総合研究所，2007）。さ

らに，事前に次回の討論内容について学生に伝えて

おくことで，学生はそれについての予習をあらかじ

め行うことができる。その予習により，事前に発言・

質問をする内容を決めておけるようにさせることも，

見通しを持たせる支援の 1 つといえる（岩田，2016）。 

ASD の人の特徴として，耳で聞いた情報よりも，

目で見た情報の方が頭に残りやすいという視覚優位

が挙げられる（内山，2013）。そのような特徴を持つ

学生にとっては，グループ活動で行う作業内容の手

順をレジュメに記載しておくことや，ディスカッシ

ョンの際に模造紙やホワイトボードを用意しておき，

発言者が発言のキーワードをそれらに記録しながら

討論を進めるといった方法が有益な配慮となる（高

橋，2016）。ただし，授業の受講生の中には，ASD

の学生に限らず視覚優位の人もいれば，逆に聴覚情

報の方が頭に残りやすい聴覚優位の人もいる。その

為，ユニバーサルデザインの観点からは，口頭での

情報伝達と，視覚的な情報伝達との両方を合わせて

提供することが望まれる。 

さらに，近年では ASD の特徴として，特定の感覚

刺激に対して極端な過敏さや鈍感さを示す感覚異常

の問題が注目されている（ American Psychiatric 

Association，2013；内山，2013）。その中でも，聴覚

の過敏性を有する学生にとっては，グループ活動を

行う際に，他のグループでの話し声や他の学生が移

動する音等，周囲のざわざわした音が不快で耐えら

れない場合がある。そのような学生への配慮として

は，グループでマイクを使用し，マイクの出力をス

ピーカーでなくヘッドフォンで聞くようにして，聞

くべき音を騒音から分離して聞くといった配慮が考

えられる（高橋，2012）。また，聴覚過敏の学生がど

うしてもざわつきへの不快さに耐えられない場合は，

別室でのグループ作業を許可するといった配慮も考

えられる。 

 

３� 代替課題への置き換え�

ASD の学生の発表や討論がどうしてもうまくいか

ない際，授業担当教員の判断で，レポート等の代替

課題に置き換えるという配慮が必要な場合もある

（福田，2010；高橋，2009，2012，2016）。ただし，

その置き換えを検討する際には，教育の本質や評価

基準の変更にならないよう，注意する必要がある（高

橋・高橋，2015）。各授業には，授業を通して学生が

修得すべき内容があり，それを変更することはでき

ない。しかし，修得するための手段や評価方法にあ

たる部分であれば，変更可能である（高橋，2016）。

たとえば，ディスカッションを重視する演習形式の

授業において，授業の目的が「ディスカッションの

スキルを修得すること」であれば，ディスカッショ

ンを全くしないで単位認定することはできないであ

ろう（高橋，2016；高橋・高橋，2015）。しかし修得

すべき内容は別にあり，それを修得する手段として

ディスカッションが用いられているだけという場合

も多い。その場合には，学生がディスカッション以
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外の代替方法で学び，その学修成果を示すことがで

きれば，単位認定は可能となる（高橋，2016；高橋・

高橋，2015）。 

大学には多様な学生が在籍している。学生の中に

は，演習形式等を取り入れたアクティブラーニング

型授業に取り組むことで学修成果が上がりやすいと

いう者もいれば，従来通りの教員による一方向的な

講義形式の授業の方が学びやすいという者，自分で

文献を読んでレポートを書くことで学びを深めやす

い者など，個々の学生により得意とする学び方は異

なる。ユニバーサルデザインの観点からは，大学側

は，学生に一つの学習方法で学ばせることに固執す

ることなく，個々の学生ができるだけ自身の得意な

方法で学べるよう，多様な学び方を提供する必要が

あると考えられる。その意味では，コミュニケーシ

ョンが苦手な学生に，演習形式での学びを強制する

のではなく，場合によってはその学生がより学びや

すい代替課題での学びを許可することも必要なこと

といえる。 

 

Ⅴ� まとめ�

� アクティブラーニングは元々，大学教育の学習方

法の改善の議論から出てきた概念であるが（涌井，

2016），近年では小学校から大学まで全ての学校段階

において導入すべきものとして指摘されている（中

央教育審議会，2015，2016）。その為，今後日本の学

校教育全体において，ますますアクティブラーニン

グの実践は増加すると予測される。しかし一方で，

アクティブラーニング型授業に参加することに，大

きな負担感を感じている学生が多数存在することも

示されており（近田・杉野，2015），アクティブラー

ニングの実践を増やせば単純に学生の学修効果が上

がるというわけではないであろう。大学には多様な

学生がおり，各自が得意・不得意とする学び方も多

様である。特に，近年高等教育機関において飛躍的

に増加していることが示されている ASD の学生を

はじめ，コミュニケーションの苦手な学生にとって

は，アクティブラーニング型授業がむしろ，学修へ

の障壁となる可能性も十分にあり得る。 

� 本稿では，特に演習形式を中心としたアクティブ

ラーニング型授業への参加に困難を持つと考えられ

る ASD の学生や，それに準ずるコミュニケーション

の苦手な学生を考慮した，大学教育のユニバーサル

デザイン環境について，先行文献を概観しながら考

察した。その中で，授業外における支援として，シ

ラバス記載の配慮，演習形式を練習する機会の提供，

ファシリテーターの養成という 3 側面について述べ

ると共に，授業内における支援として，具体化・明

確化，見通しを持たせる配慮，視覚支援，感覚過敏

への対応等について述べ，代替課題への置き換えに

ついても言及した。 

� 教育におけるユニバーサルデザインに言及する文

献には，支援を三段階に分けて考えるものが多い（伊

藤，2016；片岡，2015）。それらによると，まず第一

段階の支援として，全ての生徒や学生を対象とし，

予防的視点を含む幅広い支援を行うことが求められ，

第二段階においては，より特性に応じた指導・支援，

第三段階においてはより専門的な介入が求められる。

教育におけるユニバーサルデザインは，この第一段

階に相当する一次的な支援といえる（片岡，2015）。

今後は国際化に伴い，留学生の大幅な増加が見込ま

れるなど，大学にはより多様な文化，言語，価値観，

能力，年齢，学習スタイル等の違いを持つ学生が在

籍することになると予測される。それら全ての学生

に対する一次的な支援として，誰もが学びやすい教

育環境を整備することは，大学にとっての責務とい

えよう。その為，今後大学においては，多くの学生

にとっての有益な支援となり得るユニバーサルデザ

イン教育を意図した取り組みが不可欠なものになる

と考えられる。 
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